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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月5日(2017.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の反応器内でグリセロールの脱水反応によって生じたアクロレインを含む流れを、
気相酸化することによって得られるガス状反応混合物から、バイオベースのアクリル酸を
回収する方法であって、前記ガス状反応混合物が１．６未満の水／アクリル酸重量比を有
することと、少なくとも以下の工程：
　ｉ）　前記ガス状反応混合物が、脱水塔と称する第１の塔内で脱水に供される結果、頂
部流および底部流となり、前記頂部流の一部が凝縮され、且つ還流の形態で前記脱水塔に
戻される工程；
　ｉｉ）　前記脱水塔の底部流が、精製塔と称する第２の塔内で少なくとも部分的に蒸留
に供される結果、少なくとも部分的に凝縮され、且つ前記脱水塔に戻される頂部流と、重
質化合物を含む底部流とになる工程；
　ｉｉｉ）　９８重量％を超えるアクリル酸を含む流れが、前記精製塔からの側面取り出
しによって回収される工程
を含むことと、を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ガス状反応混合物が、０．３から１．５の間の水／アクリル酸重量比を有すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　水／アクリル酸重量比が、０．４から１．１の間であることを特徴とする請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
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　場合により予冷された前記ガス状反応混合物が、前記脱水塔の内部の凝縮器を用いて少
なくとも部分的に凝縮されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５】
　場合により予冷された前記ガス状反応混合物が、脱水塔の外部の凝縮器を用いて少なく
とも部分的に凝縮されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記脱水塔の底部流の少なくとも一部が、前記脱水塔に戻される前に、リボイラーまた
は冷却器であり得る熱交換器に送られることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項７】
　前記脱水塔の底部流の一部が、場合により予冷された前記ガス状反応混合物と直接接触
に供されて、得られた流れが工程ｉ）に送られることを特徴とする請求項１から３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記精製塔の頂部流が、少なくとも部分的に凝縮器に送られ、前記凝縮器を出る流れが
、部分的にまたは全部が前記脱水塔に戻されることを特徴とする請求項１から７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記脱水塔の頂部流の少なくとも一部が、酸化処理に供され、且つ生成されたエネルギ
ーが、前記第１の反応器中での脱水反応前にグリセロールを気化するために使用されるこ
とを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記精製塔の底部流の少なくとも一部が、精製塔の加熱器／リボイラーに供給されるこ
とを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記精製塔の底部流の少なくとも一部が、アクリル酸エステルの製造装置で利用される
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記精製塔の底部流の少なくとも一部が、アクリル酸を製造するために熱分解に供され
ることを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記精製塔の側面から取り出される流れの少なくとも一部が、結晶化による処理に供さ
れることを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　バイオベースのアクリル酸を製造する方法であって、少なくとも以下の工程：
　ａ）　グリセロールが、アクロレインを含む水性流を得るために第１の反応器内で脱水
反応に供される工程；
　ｂ）　工程ａ）から生じる流れが分離工程に供される結果、アクロレインが減少した水
性流と、アクロレインに富み且つ水が減少したガス流とになる工程；
　ｃ）　前記アクロレインに富む流れが、１．６未満の水／アクリル酸重量比でアクリル
酸を含有するガス状反応混合物を得るために、第２の反応器中で気相触媒酸化反応に供さ
れる工程；
　ｄ）　前記ガス状反応混合物が、請求項１から１３のいずれか一項に定義されるバイオ
ベースのアクリル酸を回収する方法に供される工程；
を含み、
　工程ｂ）の分離の条件が、工程ｃ）における所望の水／アクリル酸重量比を達成するよ
うに調整されることを特徴とする、方法。
【請求項１５】
　工程ｃ）の水／アクリル酸重量比が、０．４から１．１の間であることを特徴とする請
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求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　工程ｂ）の分離が、１０５から５×１０５Ｐａの間の圧力および４０℃から９０℃の間
の温度で行われる分縮であることを特徴とする請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　工程ｂ）のアクロレインが減少した水相の少なくとも一部が、工程ａ）にリサイクルさ
れる前に酸化による処理に供され、且つ生成されたエネルギーが、第１の反応器内での脱
水反応の前にグリセロールを気化するために使用されることを特徴とする請求項１４から
１６のいずれか一項に記載の方法。
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